
信書便事業に係る動向等について

令 和 ２ 年 １ ０ 月 １ ６ 日
総務省 情報流通行政局
郵政行政部信書便事業課
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信書便事業の現況

○令和元年度末時点で548者が参入している。昨年度末から16者の増加となっている。

○役務別では１号役務を提供している事業者数が482者と最も多く、次いで３号役務が291者、
２号役務が108者となっている。

特定信書便事業者数及び役務別提供事業者数※の推移（年度末）

※ 複数の役務を提供する事業者があるため、役務別提供事業者数の合計と特定信書便事業者数は一致しない。

(１)特定信書便事業者の総数及び役務別事業者数の推移
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(２) 信書便物の総引受通数及び役務別引受通数の推移

○令和元年度の総引受通数は約2,085万通で、前年度からほぼ横ばい(15万通増加)となっている。

○令和元年度の総引受通数に占める各役務別引受通数の割合は、１号役務が70.1％で最も大きく
、次いで３号役務が25.7％、２号役務が4.2％となっている。

役務別特定信書便引受通数の推移（年度別）
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(３) 信書便事業の総売上高及び役務別売上高の推移

○令和元年度の売上高総額は約193億円で、前年度からほぼ横ばい（△0.3億円）となっている。

○令和元年度の売上高総額に占める各役務別売上高の割合は、１号役務が54.2％で最も大きく、
次いで３号役務が44.5％、２号役務が1.4％となっている。

役務別特定信書便売上高の推移（年度別）
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(４) 役務別の事業者数、引受通数及び売上高の傾向等

○特定信書便事業全体では事業者数については、法律の施行以来一貫して増加傾向。

引受通数及び売上高は、平成30年度までは増加傾向であったが、令和元年度は、

同年度からほぼ横ばいとなった。

○１号役務の事業者数、引受通数及び売上高は、増加傾向が続いている。（５年前と

比較すると、事業者数が1.3倍、引受通数が1.8倍、売上高が1.9倍になっている。）

○２号役務の事業者数、引受通数及び売上高は、近年ほぼ横ばいが続いている。

○３号役務の事業者数は近年微増傾向で、令和元年度末も平成30年度末から微増

となった。しかし、新型コロナウィルス感染症の影響で特に電報類似サービス等の

需要の減少があったと思われ、平成30年度から引受通数は23万通の減少（△4.1％）、

売上高は2.8億円の減少（△3.2％）となり、法律の施行以来初の減少となった。
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検査等の種類と概要

種 類 概 要

新規事業者検査
事業の開始、事業の譲受け、事業の承継または相続の後
に、初めて信書便物の引受があった事業者に対して実施す
る検査

計画検査

前回の検査の結果または自主点検報告の確認結果が適
正でなかった事業者、前回の検査または自主点検報告の
後に法令違反の事実があった事業者等に対して実施する
検査

特別検査
過去の検査、行政処分の状況、重大事故の発生等を踏ま
え、随時に実施する検査

自主点検報告
前回の検査の結果または自主点検報告の確認結果が適
正であった事業者が、自ら点検した結果について、総務省
に行う報告

6



近年の検査・自主点検報告で指摘された主な不正事項

不正事項 不 正 内 容 例

無認可の業務委託
・総務省の認可を受けずに業務委託していた。
・総務省の認可を受けた者とは別の者に業務委託して
いた。

信書便物であることの
非表示

・信書便物に信書便物であることの表示がされていな
かった。

・信書便物に信書便事業者の名称等が表示されていな
かった。

従業員教育の未実施
従業員に対し、信書便事業に関する教育訓練が計画的
に実施されていなかった。

信書便約款によらない
役務提供

改正信書便法施行（平成２７年１２月）前の信書便約款
のまま、改正後のサイズで１号役務を提供していた。

標準信書便約款の不正
適用

一般貨物自動車運送事業者または貨物軽自動車運送
事業者でないのに、標準信書便約款を適用していた。
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信書便制度の周知広報

○ 制度説明会
利用者及び事業者向け説明会を全国で実施
※今年度は、各総合通信局等で、原則Ｗｅｂ会議による開催を調整・検討中

○ 個別訪問説明
主な訪問先：自治体、病院、学校、経済団体、企業等

○ 周知用ポスター
主な掲示先：国、自治体、信書便事業者等

○ 周知用チラシ
主な配布先：自治体、信書便事業者、企業等

○ 信書便年報
主な配布先：自治体、図書館、業界団体、企業等

○ 総務省ホームページ年報
「信書便事業のページ」

周知用ポスター（Ａ２版）
周知用チラシおもて（Ａ４版）

信書便年報（Ａ４版冊子）
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「信書便事業」で検索してください

（又はこちらのＵＲＬを入力 http://www.soumu.go.jp/yusei/shinsyo_top.html）

総務省ホームページ「信書便事業のページ」

信書便事業 検索
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• 「特定の受取人」とは、差出人がその意思の表示又は事実の通知
を受ける者として特に定めた者。

• 「意思を表示し、又は事実を通知する」とは、差出人の考えや思
いを表し、又は現実に起こり若しくは存在する事柄等の事実を伝
えること。

• 「文書」とは、文字、記号、符号等人の知覚によって認識するこ
とができる情報が記載された紙その他の有体物のこと。

「信書」とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思
を表示し、又は事実を通知する文書」

（郵便法第４条第２項及び民間事業者による信書の送達に関する法律第２条第１項）

電磁的記録物は信書ではない

電磁的記録物（例：情報をCD、DVD、USBメモリ等に電子データとして記録したもの）は、そこに記載された情報

が人の知覚によって認識することができないものであり、「文書」とはならないため、信書に該当しない。

信書について
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特定の方ではなく、ご覧になる方一般に向けて意思を表示したり、事実を通知するために作成された文書は、信書に

該当しません。

（例）

・来店した顧客に手渡すなどにより不特定の者に配布されている店舗移転のお知らせを他の顧客に送付する場合

・店舗やロビー等に置いて関心を持った者に自由に持ち帰らせるなど不特定の者に配布されているイベント・セミナー

等の案内チラシを取引先に送付する場合

一方、特定の受取人に対して意思を表示したり、事実を通知するために作成された文書は、信書に該当します。

※ ホームページや新聞等に掲載した内容と同一内容の文書であっても、特定の受取人に対し、差出人の意思を

表示したり、事実を通知するために作成された文書は、信書に該当します。

（例）

・会員限定のセールの開催案内を会員に送付する場合

・顧客を対象としたイベント・セミナー等への参加を勧誘したり、依頼する文書を取引先に送付する場合

また、意思を表示したり、事実を通知する文書であっても、例えば、会社から各従業員に対する文書を本社において

全従業員分を一括作成し、支店等に所属する従業員分をまとめて送付する場合には、本社からその支店等への送付

については、これにより会社が意思を表示したり、事実を通知するものではないため、信書の送達には該当しません。

（その文書によって会社が意思を表示したり、事実を通知するのは、支店等においてその文書を各従業員に交付する

際です。）

（例）

・本社で作成した全従業員分の給与明細を支店等の給与担当者に送付する場合

Q1 特定の方ではなく、ご覧になる方一般向けに作成したお知らせ文書は信書に該当しますか？

信書の送達に関するQ&A（よくある質問）
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信書の送達は、信書をその名宛人に送達することとなっておりますので、信書の差出しの委託を受け

、郵便局又は信書便事業者に差し出すことのみを業とすることは、信書の送達にはなりません。

Q２ 差出人から委託を受けて、信書を郵便局又は信書便事業者に差し出すことは、信書の送達に該当
しますか？

信書の送達に関するQ&A（よくある質問）

Q３ 受け取った文書を差出人に返送する場合は、信書の送達に該当しますか？

ご指摘の事例では、信書に該当する場合と該当しない場合があります。

例えば、未記入の申込用紙を送付する場合は、特定の受取人に対する差出人の意思を表示したり、

事実を通知する文書とはならないため、信書に該当しませんが、その申込用紙を受け取った申込人が、

必要な事項を記入した上で企業等に送付する場合は、特定の受取人に対して差出人の意思を表示し

たり、事実を通知する文書となるため、信書に該当します。
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商品サンプルは、文書に該当しないため、信書には該当しません。
（類例）鍵、カードキー、花束

Q１ 顧客に送る商品サンプルは信書に該当しますか？

信書の送達に関するQ&A（具体的な事例）

Q２ 論文は信書に該当しますか？

論文は、一般的に、広く一般に自らの考えや研究成果を知らしめるために作成される文書であるため

信書には該当しません。

（類例）作文、卒業論文、俳句、裁判記録、講習会冊子

各種試験の合否や得点・偏差値等を記載した文書を、その内容を通知するために送付する場合には

、差出人から特定の受取人に対して意思を表示したり、事実を通知する文書であるため、信書に該当し

ます。

Q３ 各種試験の合否や得点・偏差値等を記載した文書は信書に該当しますか？
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信書の送達に関するQ&A（具体的な事例）

車検証は、陸運局等が自動車の所有者に対して、登録された自動車が保安基準に適合していること

及び記載された所有者が所有権を有しているという事実を通知したり、意思を表示する文書であり、信

書に該当します。

一方、自動車の所有者が受領した後においては、その車検証による事実の通知や意思の表示が既

になされた後であるため、その原本もコピーも、信書に該当しません。

（類例）血統書、合格証書、産業廃棄物管理票、点検表・調査報告書・検査成績票・品質証明書その

他の点検・調査・検査などの結果を通知する文書

Q４ 車検証は信書に該当しますか？
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ご清聴ありがとうございました。

15


	信書便事業に係る動向等について
	信書便事業に係る動向等について�
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	検査等の種類と概要
	近年の検査・自主点検報告で指摘された主な不正事項
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15


